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東日本大震災の被災で、失業や
休業等が生じ、日常生活全般に困
難を抱え、生活の復興に向けて一
時的に必要な資金の貸付を行うこ
とで自立が見込まれる世帯が対象
です。
生活復興支援資金には「一時生

活支援費」、「生活再建費」、「住宅
補修費」の３つがあります。

■東日本大震災で被災した世帯
で、公的給付または必要な資金の
融資を他から受けることが困難な
低所得世帯。（低所得世帯・・世
帯の収入がおおむね市町村民税非
課税程度または生活保護法に基づ
く生活保護基準の1.7倍以下の世
帯）
※東日本大震災の影響で収入の減
少や失業等が認められ、生活に困
窮していること。前年に所得があ
ったために課税世帯であっても、
被災したことで現在は非課税世帯
程度の収入しかないと認められる
場合も含まれます。
※住宅補修費は、災害弔慰金の支
給等に関する法律に基づく災害援
護資金貸付を申請し、不決定にな
っていることが申請の条件です。

利用が可能な世帯

■「連帯保証人」が必要です。連
帯保証人を立てられない場合でも
利用できますが、貸付利子が加算

利用に際して

生活福祉資金
生活復興支援資金とは

以内（生活再建費及び住宅補修費
を一時生活支援費と併せて貸し付
ける場合は、一時生活支援費の貸
付終了の日から２年以内）
■償還期間：20年以内（貸付金
額に応じて償還期間の目安を設
定）
■貸付利子：連帯保証人を立てる
場合は無利子。立てない場合は据
置期間経過後年1.5％

されます。
■本会が実施している生活福祉資
金の連帯保証人になっている方、
他の負債との関係で、本資金を貸
付けることにより、その後の生活
を著しく圧迫するおそれがあると
判断される方は利用できません。

［一時生活支援費］
■貸付対象経費：生活の復興の際
に必要となる当面の生活費（食
費、住居費、公共料金、通院費、
衣服費、移動経費、生活雑貨、学
費・諸会費など）
■貸付限度額：月20万円以内
（２人以上）月15万以内（単身）
貸付期間は最長６か月（り災また
は被災証明書がない場合は最長３
か月。後日交付される場合に限
る）
［生活再建費］
■貸付対象経費：住居の移転費、
家具・什器等の購入に必要な費用
（転宅費用、家具什器費用、自動
車の購入費用など）
■貸付限度額：80万円以内
［住宅補修費］
■貸付対象経費：住宅補修等に必
要な費用（住宅の補修費用、上下
水道の整備、自営業者が運営する
工場・倉庫等の補修経費、主たる
生計手段である田畑の復旧経費な
ど）
■貸付限度額：250万円以内
以下はすべての貸付種類に共通

です。
■据置期間：最終貸付日から２年

貸付の種類と内容など

■勤務先が被災し、給与収入がな
いため、当座の生活費に困ってい
る。
■生活に必要な家電や家具什器の
購入費用が不足している。
■自宅に居住できないため、アパ
ート等に入居したいが費用が不足
している。
■被災により損壊した自家用車を
購入するための費用が不足してい
る。
■住宅を補修するための費用が不
足している。

借入ケース例

「生活福祉資金・生活復興支援資金」に関するご相談・お問い合わせは、お近
くの市町村社会福祉協議会または岩手県社会福祉協議会地域福祉企画部生活支
援グループへ

☎019－637－4440・
4533・4495・4496

ご 案 内

生活福祉資金・生活復興支援資金


